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パ
ー
シ
ャ
ル
ス
ピ
ン
オ
フ
に
関
す
る

改
正
会
計
基
準
案
、公
表
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

11月10日（金）まで

11月30日（木）まで

①　源泉所得税および特別徴収住民税の納付（令和５年１０月分）

②　法人の確定申告、納付、延納の届出（令和５年９月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税（法人事業所税）・法人住民税

③　申告期限延長承認法人の法人税確定申告
１カ月延長法人（令和５年８月期）
２カ月延長法人（令和５年７月期）
④　消費税・地方消費税確定申告（１カ月ごと）（９月期）
⑤　消費税・地方消費税確定申告（３カ月ごと）（３月、６月、９月、１２月期）
⑥　法人の中間申告（半期・３月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税

⑦　法人消費税の中間申告納付
直前期年税額4,800万円超のとき　１カ月ごと（９月期を除く）
直前期年税額400万円超のとき　3カ月ごと（３月、６月、１２月期）

①　源泉所得税には復興特別所得税
の額を含む。

②～⑦　法人の事業年度（課税期間）
の終了日は各月末日とする。

④、⑤　消費税課税期間の短縮特例は
適用後２年間継続が要件である。

今月の税務
日　付 項　目 備考・コメント

（付記）　税を考える週間（11月11日（土）～17日（金））
国税庁・国税局・税務署

去
る
10
月
５
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
５
１
１
回
企
業
会
計

基
準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

パ
ー
シ
ャ
ル
ス
ピ
ン
オ
フ
の
会
計

処
理こ

れ
ま
で
議
論
さ
れ
て
き
た
、
企

業
会
計
基
準
適
用
指
針
公
開
草
案
80

号
（
企
業
会
計
基
準
適
用
指
針
２
号

の
改
正
案
）「
自
己
株
式
及
び
準
備

金
の
額
の
減
少
等
に
関
す
る
会
計

基
準
の
適
用
指
針
（
案
）」
等
に
つ

き
、
公
表
議
決
が
行
わ
れ
、
出
席

委
員
全
員
の
賛
成
で
可
決
さ
れ
た

（
10
月
６
日
公
表
。https://w

w
w

.
asb

.o
r.jp

/jp
/acco

u
n

tin
g_

standards/exposure_draft/
y2023/2023-1006.htm

l

）。

ま
た
、
あ
わ
せ
て
日
本
公
認

会
計
士
協
会
か
ら
会
計
制
度
委

員
会
報
告
７
号
「
連
結
財
務
諸

表
に
お
け
る
資
本
連
結
手
続
に

関
す
る
実
務
指
針
」
の
改
正
案

が
公
表
さ
れ
て
い
る
（https://

jicp
a.o

r.jp
/sp

ecialized
_

field/20231006ruy.htm
l

）。

金
融
資
産
の
減
損

第
２
０
６
回
金
融
商
品
専
門
委
員

会
（
２
０
２
３
年
10
月
20
日
号
（
№

１
６
９
１
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参

照
）
に
引
き
続
き
、
金
融
資
産
の
減

損
に
関
す
る
会
計
基
準
の
開
発
に
関

す
る
ス
テ
ッ
プ
２
を
採
用
す
る
金
融

機
関
に
お
け
る
開
示
に
つ
い
て
、
審

議
が
行
わ
れ
た
。

⑴　
金
融
商
品
の
ク
ラ
ス
別
の
期
首

残
高
か
ら
期
末
残
高
へ
の
調
整
表

に
関
す
る
再
提
案

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
７
号
「
金
融
商
品
：
開

示
」
の
定
め
を
取
り
入
れ
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
、
財
務
諸
表
利
用
者
へ

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
が
行
わ
れ
た
結
果
を

踏
ま
え
、
事
務
局
よ
り
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

７
号
の
定
め
を
取
り
入
れ
、
企
業
が

開
示
目
的
に
照
ら
し
て
金
融
商
品
の

ク
ラ
ス
別
の
調
整
表
に
お
け
る
内
訳

項
目
を
判
断
す
る
こ
と
を
強
調
す
る

等
の
再
提
案
が
行
わ
れ
た
。

⑵　
ス
テ
ッ
プ
２
を
採
用
す
る
金
融

機
関
に
お
け
る
開
示（
注
記
事
項
）

に
関
す
る
振
返
り 

こ
れ
ま
で
聞
か
れ
た
意
見
に
対
す

る
分
析
や
方
向
性
が
示
さ
れ
た
。

信
用
リ
ス
ク
の
開
示
目
的
や
、
信

用
リ
ス
ク
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
開

示
、
財
務
諸
表
以
外
の
開
示
へ
の
参

照
に
つ
い
て
、
文
案
検
討
時
に
再
検

討
す
る
等
の
対
応
案
が
示
さ
れ
た
。

＊

委
員
か
ら
は
特
段
異
論
は
聞
か
れ

な
か
っ
た
。

日
本
公
認
会
計
士
協
会
が
公
表
し

た
実
務
指
針
等
の
移
管

８
月
に
コ
メ
ン
ト
が
締
め
切
ら
れ
た

「
日
本
公
認
会
計
士
協
会
が
公
表
し

た
実
務
指
針
等
の
移
管
に
関
す
る
意

見
の
募
集
」
へ
の
コ
メ
ン
ト
対
応
な
ら

び
に
、
移
管
基
準
の
体
系
や
移
管
基

準
の
適
用
の
文
案
が
審
議
さ
れ
た
。

四
半
期
報
告
書
制
度
の
見
直
し
へ

の
対
応

前
回
親
委
員
会
（
２
０
２
３
年
10

月
10
日
号
（
№
１
６
９
０
）
情
報
ダ

イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、

四
半
期
報
告
書
制
度
の
見
直
し
に
つ

い
て
審
議
が
行
わ
れ
た
。

事
務
局
か
ら
、
既
存
の
中
間
財
務

諸
表
作
成
基
準
等
の
改
正
は
行
わ

ず
、
改
正
金
商
法
案
に
よ
り
新
た
に

半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
と
な

る
次
の
会
社
に
適
用
さ
れ
る
会
計
基

準
等
を
、（
仮
称
）
中
間
会
計
基
準

等
と
し
て
新
た
に
開
発
す
る
案
が
示

さ
れ
た
。

⑴　
特
定
事
業
会
社
以
外
の
上
場
会

社
等

⑵　
特
定
事
業
会
社
以
外
の
非
上
場

会
社
が
上
場
会
社
等
の
制
度
を
適
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借
手
の
リ
ー
ス
期
間・少
額
リ
ー
ス
の

簡
便
法
、議
論
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、リ
ー
ス
会
計
専
門
委

会
　
　
計

公
認
会
計
士 

市
川　

育
義

会
計・監
査・開
示

〝
来
し
方
行
く
末
〟

前
号
ま
で
５
回
に
わ
た
り
投
資
対

象
と
な
る
株
式
会
社
の
会
社
運
営
に

つ
い
て
、
特
徴
的
な
点
を
説
明
し
て

き
た
。
今
回
か
ら
は
、
資
本
市
場
に

位
置
す
る
上
場
企
業
に
対
す
る
金
融

商
品
取
引
法
等
に
よ
る
規
制
内
容
を

取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

①　
上
場
企
業
に
対
す
る
規
制

会
社
法
は
、
小
規
模
閉
鎖
会
社
か

ら
大
規
模
な
上
場
企
業
ま
で
、
株
式

会
社
を
中
心
と
し
て
す
べ
て
の
会
社

に
適
用
す
べ
き
ル
ー
ル
を
網
羅
的
に

規
定
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
公
開
会
社
の
場
合
や

大
会
社
の
場
合
な
ど
、
経
済
社
会
に

お
け
る
影
響
度
が
大
き
い
会
社
運
営

に
つ
い
て
は
、
厳
し
い
規
制
が
待
ち

構
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
以
前
説

明
し
た
、
機
関
設
計
に
お
け
る
一
定

の
機
関
（
監
査
役
会
設
置
会
社
な
ど
）

の
強
制
設
置
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム

の
整
備
・
運
用
、
計
算
書
類
等
に
対

す
る
監
査
法
人
に
よ
る
監
査
の
実
施

な
ど
は
、
そ
の
例
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
会
社
法
に
よ
る
規
制

は
、
基
本
的
に
現
在
の
株
主
と
経
営

者
と
の
関
係
を
前
提
と
し
た
も
の
で

あ
る
と
い
え
る
が
、
上
場
企
業
に
な

る
と
、
潜
在
株
主
で
あ
る
投
資
家
を

含
め
、
利
害
関
係
者
は
爆
発
的
に
増

加
す
る
こ
と
と
な
り
、
経
済
社
会
に

与
え
る
影
響
度
は
よ
り
一
層
増
す
こ

と
と
な
る
。

こ
の
た
め
、
世
界
中
の
人
々
に
開

か
れ
た
資
本
市
場
に
上
場
す
る
株
式

会
社
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
だ
け
で
な

く
、
た
と
え
ば
、
金
融
商
品
取
引
法
、

東
証
ル
ー
ル
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ

ン
ス
・
コ
ー
ド
な
ど
、
会
社
法
以
外

の
規
制
の
影
響
を
強
く
受
け
る
こ
と

と
な
る
。
な
か
で
も
、
金
融
商
品
取

引
法
に
よ
る
規
制
は
、
上
場
企
業
等

に
対
す
る
規
制
の
中
核
を
な
す
も
の

と
し
て
、
そ
の
影
響
は
大
き
い
。

②　
金
融
商
品
取
引
法

金
融
商
品
取
引
法
は
、
わ
が
国
の

金
融
・
資
本
市
場
の
環
境
変
化
に
対

応
し
、
利
用
者
保
護
ル
ー
ル
の
徹
底

と
利
用
者
利
便
の
向
上
、「
貯
蓄
か

ら
投
資
」
に
向
け
て
の
市
場
機
能
の

確
保
お
よ
び
金
融
・
資
本
市
場
の
国

際
化
へ
の
対
応
を
図
る
た
め
、
そ
の

前
身
で
あ
る
証
券
取
引
法
や
関
連
法

律
を
改
廃
統
合
し
て
、
２
０
０
６
年

に
公
布
さ
れ
、
翌
年
に
施
行
さ
れ
た
。

金
融
商
品
取
引
法
の
目
的
は
、
次

の
と
お
り
、
第
１
条
に
規
定
さ
れ
て

い
る
。

第
１
条　
こ
の
法
律
は
、
企
業
内

容
等
の
開
示
の
制
度
を
整
備
す

る
と
と
も
に
、
金
融
商
品
取
引

業
を
行
う
者
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
、
金
融
商
品
取
引
所

の
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
こ

と
等
に
よ
り
、
有
価
証
券
の
発

行
及
び
金
融
商
品
等
の
取
引
等

を
公
正
に
し
、
有
価
証
券
の
流

通
を
円
滑
に
す
る
ほ
か
、
資
本

市
場
の
機
能
の
十
全
な
発
揮
に

よ
る
金
融
商
品
等
の
公
正
な
価

格
形
成
等
を
図
り
、
も
つ
て
国

民
経
済
の
健
全
な
発
展
及
び
投

資
者
の
保
護
に
資
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

特
徴
的
な
点
と
し
て
は
、
投
資
者

保
護
を
最
終
目
的
に
位
置
づ
け
て
、

特
に
次
の
３
つ
の
規
制
内
容
を
規
定

し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

・
投
資
者
の
判
断
材
料
と
な
る
上
場

企
業
等
の
開
示
内
容
を
規
制
す

る
こ
と

・
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
（
証

券
会
社
等
）
の
業
務
を
規
制
す

る
こ
と

・
不
公
正
取
引
（
風
説
の
流
布
、
相

場
操
縦
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引

等
）
を
規
制
す
る
こ
と

＊

次
回
か
ら
は
、
金
融
商
品
取
引
法

に
よ
る
前
記
規
制
内
容
の
基
本
的
な

事
項
の
ほ
か
、
各
種
規
制
内
容
に
つ

い
て
説
明
す
る
。

上
場
企
業
に
対
す
る
規
制
等
①

〜
全
般
〜

用
す
る
場
合 

ま
た
、
中
間
会
計
基
準
等
の
検
討

方
針
と
し
て
、
原
則
と
し
て
四
半
期

会
計
基
準
等
に
お
け
る
第
２
四
半
期

の
会
計
処
理
お
よ
び
開
示
の
取
扱
い

を
踏
襲
し
、
四
半
期
会
計
期
間
等
の

用
語
を
中
間
会
計
期
間
等
に
置
き
換

え
る
と
す
る
案
が
示
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
、
賛
成
意
見
が
聞
か

れ
た
。
次
回
以
降
、
個
別
論
点
を
検

討
し
て
い
く
。

去
る
10
月
３
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
１
３
４
回
リ
ー
ス
会
計

専
門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

第
１
３
３
回
（
２
０
２
３
年
10
月

10
日
号
（
№
１
６
９
０
）
情
報
ダ
イ

ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、
企

業
会
計
基
準
公
開
草
案
73
号
「
リ
ー

ス
に
関
す
る
会
計
基
準
（
案
）」
等

に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
へ
の
対
応

と
個
別
審
議
事
項
に
つ
い
て
、
審
議

が
行
わ
れ
た
。

ま
た
、
10
月
５
日
開
催
の
第
５
１

１
回
親
委
員
会
で
も
同
テ
ー
マ
に
つ

い
て
議
論
さ
れ
た
。

借
手
の
リ
ー
ス
期
間

⑴　
「
合
理
的
で
確
実
」の
閾
値　

リ
ー
ス
期
間
の
定
め
に
つ
い
て
、

延
長
ま
た
は
解
約
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行

使
可
能
性
に
関
す
る
「
合
理
的
で
確

実
」
の
閾
値
の
明
確
化
を
求
め
る
コ

メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
た
。
事
務
局
か

ら
、米
国
基
準
ト
ピ
ッ
ク
842「
リ
ー
ス
」

の
閾
値
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
蓋
然

性
を
判
断
す
る
案
が
示
さ
れ
た
。

専
門
委
員
か
ら
「
事
務
局
提
案
で

問
題
な
い
と
思
う
が
、
設
例
８
に
は

経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
以
外
の
要

素
も
含
め
す
べ
て
の
事
実
と
状
況
を

考
慮
し
う
た
う
え
で
リ
ー
ス
期
間
を

判
断
す
る
と
あ
り
、
本
基
準
と
整
合

し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
の

意
見
が
聞
か
れ
た
。

事
務
局
は
「
別
の
コ
メ
ン
ト
提
出

者
か
ら
も
見
直
す
べ
き
と
い
う
コ
メ

ン
ト
を
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
、
設

例
の
検
討
時
に
あ
ら
た
め
て
検
討
す

る
」
と
し
た
。

⑵　
リ
ー
ス
の
強
制
力
に
関
す
る
ガ

イ
ダ
ン
ス
の
追
加

リ
ー
ス
の
強
制
力
に
つ
い
て
「
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
16
号
『
リ
ー
ス
』
Ｂ
Ｃ
127
項

の
よ
う
な
規
定
が
な
い
と
、
ど
の
よ

う
な
も
の
が
本
会
計
基
準
案
等
に
お

け
る
延
長
オ
プ
シ
ョ
ン
に
該
当
す
る
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グ
ロ
ー
バ
ル・ミ
ニ
マ
ム
課
税
に
関
す

る
簡
便
的
な
見
積
り
等
、検
討

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、税
効
果
会
計
専
門
委

会
　
　
計

の
か
に
つ
い
て
多
様
な
解
釈
が
生
じ

得
る
」
と
し
て
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
追

加
を
求
め
る
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ

た
。
事
務
局
か
ら
は
、「
簡
素
で
利

便
性
の
高
い
会
計
基
準
」
の
開
発
方

針
に
基
づ
き
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
追
加

し
な
い
旨
が
提
案
さ
れ
た
。

専
門
委
員
か
ら
「
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
16

号
の
考
え
方
に
慣
れ
て
い
な
い
方

は
、
日
本
特
有
の
契
約
書
の
文
言
が

延
長
オ
プ
シ
ョ
ン
に
該
当
す
る
の
か

し
な
い
の
か
判
別
す
る
の
が
難
し
い

た
め
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
追
加
を
求
め
る

コ
メ
ン
ト
を
出
し
て
き
て
い
る
の
で

は
」
と
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
追
加
を
求

め
る
意
見
が
聞
か
れ
た
。

事
務
局
は
「
こ
う
い
っ
た
説
明
を

入
れ
始
め
る
と
、
他
の
箇
所
も
入
れ

な
く
て
は
な
ら
ず
、
当
初
の
『
簡
素

で
利
便
性
が
高
い
会
計
基
準
を
開
発

す
る
』
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
か
ら
は

外
れ
て
し
ま
う
。
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
追

加
す
る
意
味
が
ど
れ
だ
け
あ
る
の
か

考
え
た
い
」
と
し
た
。

第
５
１
１
回
親
委
員
会
で
は
、「
不

確
実
性
が
増
す
の
で
、
追
加
し
な
い

ほ
う
が
い
い
」と
の
意
見
が
聞
か
れ
た
。

⑶　
そ
の
他
コ
メ
ン
ト
対
応

借
手
の
リ
ー
ス
期
間
に
関
す
る
定

め
に
つ
い
て
、「
使
用
権
資
産
お
よ

び
リ
ー
ス
負
債
の
計
上
を
回
避
す
る

た
め
に
短
期
リ
ー
ス
を
繰
り
返
し
契

約
す
る
と
い
う
懸
念
が
あ
る
」
と
の

コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
た
。

事
務
局
は
、「
短
期
リ
ー
ス
に
該
当

す
る
か
ど
う
か
は
、
解
約
不
能
期
間

に
延
長
ま
た
は
解
約
オ
プ
シ
ョ
ン
の
対

象
期
間
を
加
え
た
期
間
で
判
定
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
懸
念
は

一
定
程
度
排
除
さ
れ
て
い
る
」
と
し
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、「『
短
期
リ
ー

ス
を
繰
り
返
し
契
約
す
る
と
い
う
懸

念
』
に
つ
い
て
は
、
質
問
者
は
１
年

リ
ー
ス
を
繰
り
返
し
契
約
す
る
よ
う

な
形
で
短
期
リ
ー
ス
を
想
定
し
て
質

問
さ
れ
て
お
り
、
延
長
オ
プ
シ
ョ
ン

と
は
関
係
な
い
の
で
は
」
と
い
う
意

見
が
聞
か
れ
た
。

事
務
局
は
、「
解
約
の
期
間
の
み

定
め
ら
れ
て
い
て
延
長
オ
プ
シ
ョ
ン

な
し
で
と
い
う
ケ
ー
ス
が
あ
る
の
で

あ
れ
ば
、
回
答
は
異
な
る
と
思
う
の

で
、
コ
メ
ン
ト
の
書
き
方
を
再
検
討

す
る
」
と
し
た
。

少
額
リ
ー
ス
に
関
す
る
簡
便
的
な

取
扱
い

事
務
局
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
16
号
に
お

け
る
簡
便
的
な
取
扱
い
に
つ
い
て
米

ド
ル
で
閾
値
を
設
定
し
て
い
る
点
に

つ
い
て
、
反
対
意
見
が
多
か
っ
た
た

め
、
次
の
３
つ
の
案
を
示
し
、
案
１

を
事
務
局
案
と
し
て
提
案
し
た
。

（
案
１
）
適
用
指
針
本
文
に
お
い
て
、

「
原
資
産
の
価
値
が
一
定
金
額
以
下

の
リ
ー
ス
」
と
定
め
、
結
論
の
背

景
に
お
い
て
、
当
該
定
め
が
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
16
号
に
お
け
る
原
資
産
が
少

額
で
あ
る
リ
ー
ス
の
取
扱
い
と
の

整
合
性
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
追
記
す
る
。

（
案
２
）
適
用
指
針
本
文
に
お
い
て

「
原
資
産
の
価
値
が
新
品
時
に
お
よ

そ
60
万
円
以
下
の
リ
ー
ス
」
と
定

め
（
２
０
１
５
年
の
為
替
レ
ー
ト

約
１
２
０
円
で
換
算
）、
結
論
の
背

景
に
お
い
て
、
当
該
定
め
が
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
16
号
に
お
け
る
原
資
産
が
少

額
で
あ
る
リ
ー
ス
の
取
扱
い
と
の

整
合
性
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
、
２
０
１
５
年
の
為
替
レ
ー
ト

約
１
２
０
円
で
換
算
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
追
記
す
る
。

（
案
３
）
本
公
開
草
案
の
提
案
か
ら
変

更
し
な
い
。

専
門
委
員
か
ら
は
、
案
１
を
推
す

声
が
聞
か
れ
た
。

第
５
１
１
回
親
委
員
会
で
も
、
案

１
へ
の
賛
成
意
見
が
聞
か
れ
た
。

去
る
10
月
４
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
87
回
税
効
果
会
計
専
門

委
員
会
を
開
催
し
た
。

前
回
（
２
０
２
３
年
９
月
10
日
号

（
№
１
６
８
７
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト

参
照
）
に
引
き
続
き
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・

ミ
ニ
マ
ム
課
税
（
以
下
、「
Ｇ
Ｍ
課
税
」

と
い
う
）
に
関
す
る
改
正
法
人
税
へ
の

対
応
に
つ
い
て
、
審
議
が
行
わ
れ
た
。

ま
た
、
10
月
５
日
開
催
の
第
５
１
１

回
親
委
員
会
で
も
議
論
さ
れ
た
。

主
な
審
議
事
項
は
以
下
の
と
お
り
。

年
度
の
連
結
・
個
別
財
務
諸
表
に

関
す
る
簡
便
的
な
見
積
り

事
務
局
か
ら
次
の
提
案
が
示
さ
れ

た
。

⑴　
当
連
結
会
計
年
度
お
よ
び
当
事

業
年
度
を
対
象
会
計
年
度
と
す
る

Ｇ
Ｍ
課
税
に
関
す
る
法
人
税
等
の

見
積
り
に
あ
た
っ
て
は
、
財
務
諸

表
作
成
時
に
入
手
可
能
な
情
報
に

基
づ
き
、
そ
の
合
理
的
な
金
額
を

見
積
る
旨
を
定
め
、
結
論
の
背
景

に
お
い
て
、
財
務
諸
表
作
成
時
に

入
手
可
能
な
情
報
に
関
す
る
考
え

方
を
記
載
す
る
。

⑵　
適
用
初
年
度
に
お
け
る
年
度
の

連
結
・
個
別
財
務
諸
表
に
関
し
て

考
え
ら
れ
る
簡
便
的
な
見
積
り
の

例
を
規
範
性
の
な
い
教
育
文
書
と

し
て
提
供
す
る
。

専
門
委
員
か
ら
は
、
事
務
局
案
へ

の
賛
成
意
見
が
聞
か
れ
た
。
ま
た
、

「
経
過
措
置
を
選
択
適
用
し
た
ら
、

そ
の
旨
を
注
記
す
べ
き
」
と
の
意
見

も
聞
か
れ
た
。

第
５
１
１
回
親
委
員
会
で
は
、「
教

育
文
書
は
公
開
草
案
と
同
時
に
公
表

す
る
の
か
」
と
の
質
問
に
対
し
、
事

務
局
か
ら
「
教
育
文
書
に
関
す
る

デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
の
改
正
を
行
う
た

め
、同
時
は
難
し
い
」と
回
答
が
あ
っ

た
。適

用
初
年
度
の
後
の
各
年
度
の

四
半
期
の
取
扱
い

事
務
局
か
ら
、「
適
用
初
年
度
と

同
様
に
、
適
用
初
年
度
の
後
の
各
年

度
に
つ
い
て
も
、
当
面
の
間
、
四
半

期
連
結
・
四
半
期
財
務
諸
表
に
お
い

て
Ｇ
Ｍ
課
税
制
度
に
基
づ
く
上
乗
せ

税
額
を
計
上
し
な
い
こ
と
が
で
き

る
」と
の
経
過
措
置
案
が
示
さ
れ
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、
異
論
は
聞
か

れ
な
か
っ
た
。

＊

専
門
委
員
か
ら
今
後
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
、

事
務
局
か
ら
年
内
の
早
い
段
階
で
公

開
草
案
を
公
表
し
た
い
と
の
回
答
が

あ
っ
た
。
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Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
開
示
更
新
と
単
純
化
に
対
応

す
る
開
示
改
善
Ａ
Ｓ
Ｕ
、公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

気
候
関
連
開
示
を
要
求
す
る
州
法
案
、

成
立
─
米
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

国
際
会
計

去
る
10
月
９
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
会

計
基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）

２
０
２
３
―
06
「
開
示
の
改
善
―
Ｓ

Ｅ
Ｃ
の
開
示
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
と
単

純
化
の
提
唱
へ
の
対
応
」
を
公
表
し

た
。Ｓ

Ｅ
Ｃ
は
、
２
０
１
８
年
８
月

に
「
開
示
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
と
単
純

化
」
を
公
表
し
、
主
に
、
財
務
諸
表

の
開
示
を
規
定
し
て
い
る
規
則
Ｓ
―

Ｘ
（Regulation S-X

）
の
改
正

を
行
っ
た
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
こ
れ
を
契

機
に
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
に
規
則
Ｓ
―
Ｘ
等

の
開
示
・
表
示
を
会
計
基
準
に
組
み

入
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
（
組
入

れ
後
、
そ
れ
ら
の
開
示
は
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の

規
則
か
ら
除
か
れ
る
予
定
）。

Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
参
照
し
て

い
た
27
の
開
示
・
表
示
の
う
ち
14
の

開
示
・
表
示
を
組
み
入
れ
た
。
こ
の

Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
Ｓ
Ｅ
Ｃ
へ

の
対
応
の
結
果
で
あ
り
、
会
計
基
準

へ
の
組
入
れ
に
よ
り
、
規
則
Ｓ
―
Ｘ

の
参
照
の
機
会
が
減
少
し
、
Ｇ
Ａ
Ａ

Ｐ
（
規
則
Ｓ
―
Ｘ
は
Ｇ
Ａ
Ａ
Ｐ
を
構

成
す
る
）
の
適
用
を
容
易
に
す
る
。

Ａ
Ｓ
Ｕ
の
概
要

こ
の
Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、
多
く
の
ト
ピ
ッ

ク
の
改
訂
を
含
ん
で
い
る
が
、
次
の

開
示
の
要
求
が
主
な
改
訂
で
あ
る
。

①　
期
中
財
務
諸
表
に
つ
い
て
次
の

事
項
を
個
別
に
開
示
す
る
。

・
報
告
主
体
の
変
更
（
連
結
範
囲

の
変
更
な
ど
）
が
あ
っ
た
場
合
、

重
要
な
前
年
度
の
遡
及
修
正
の

「
内
容
」
と
「
修
正
が
当
期
純
利

益
と
利
益
剰
余
金
に
与
え
る
影

響
」
の
開
示

・
年
度
と
同
様
に
、
Ｅ
Ｐ
Ｓ
計
算
の

基
礎
と
、
計
算
に
使
用
さ
れ
た

株
式
数
の
開
示

②　
「
抵
当
権
、
質
権
、
ま
た
は
そ
の

他
の
先
取
特
権
の
対
象
と
な
る
資

産
」
と
「
関
連
す
る
担
保
さ
れ
た

債
務
」
の
開
示

③　
期
末
の
長
期
借
入
金
に
関
す
る

「
未
使
用
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
金

額
と
条
件
」、
期
末
の
短
期
借
入
金

に
関
す
る
「
未
使
用
融
資
限
度
額

（line of credit

）と
条
件
」と「
加

重
平
均
利
率
」
の
開
示

④　
年
度
に
、「
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
商
品
」

と
「
そ
れ
に
関
連
す
る
損
益
」
の

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
キ
ャ
ッ

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
で
の
計
上

場
所
の
会
計
方
針
の
開
示

⑤　

再
購
入
契
約
（repurchase 

agreem
ent

）（
証
券
ま
た
は
他

の
資
産
の
再
購
入
を
合
意
し
て
売

却
す
る
契
約
）
に
関
し
て
次
の
事

項
を
開
示
す
る
。

・
再
購
入
し
た
負
債
の
未
払
利
息
と

平
均
利
率
の
開
示

・
リ
ス
ク
額
が
資
本
の
10
％
を
超

え
る
場
合
、
個
々
の
相
手
先

（counterparty

）
の
リ
ス
ク

の
金
額
等
の
開
示

⑥　

逆
再
購
入
契
約
（reverse 
repurchase agreem

ent

）（
証

券
ま
た
は
他
の
資
産
の
再
販
を
合

意
し
て
購
入
す
る
契
約
）
に
関
す

る
、
資
本
の
10
％
を
超
え
る
場
合

の
個
々
の
相
手
先
の
リ
ス
ク
の
金

額
の
開
示
等

適
用
関
係

Ｓ
Ｅ
Ｃ
登
録
企
業
の
Ａ
Ｓ
Ｕ
の
改

訂
の
適
用
日
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
改
訂
の

対
象
と
な
る
要
求
を
規
則
Ｓ
―
Ｘ 

等
か
ら
削
除
し
た
日
と
な
り
、
Ａ
Ｓ

Ｕ
は
将
来
に
向
か
っ
て
適
用
さ
れ
る

が
、
早
期
適
用
は
禁
止
さ
れ
る
。

２
０
２
７
年
６
月
30
日
ま
で
に
Ｓ

Ｅ
Ｃ
が
削
除
し
な
い
場
合
に
は
、
す

べ
て
の
企
業
に
Ａ
Ｓ
Ｕ
は
有
効
と
な

ら
な
い
。

去
る
10
月
７
日
、
米
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
州
知
事
は
、
米
国
を
拠
点
と
す

る
公
開
企
業
と
非
公
開
企
業
の
双
方

（
日
本
企
業
の
子
会
社
も
含
む
）
に
、

気
候
関
連
の
定
量
的
開
示
と
定
性
的

開
示
の
双
方
を
要
求
す
る
「
Ｓ
Ｂ
―

253
―
気
候
変
動
企
業
デ
ー
タ
説
明
責

任
法
」
と
「
Ｓ
Ｂ
―
261
―
温
室
効
果

ガ
ス
：
気
候
関
連
の
財
務
リ
ス
ク
」

の
州
法
案
に
署
名
し
た
。

気
候
変
動
企
業
デ
ー
タ
説
明
責
任
法

州
法
Ｓ
Ｂ
―
253
は
、
温
室
効
果
ガ

ス
（
Ｇ
Ｈ
Ｇ
）
排
出
量
（
ス
コ
ー
プ

１
（
直
接
の
Ｇ
Ｈ
Ｇ
排
出
量
）、
ス

コ
ー
プ
２
（
購
入
し
た
電
気
ま
た
は

他
の
形
態
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
の
間

接
Ｇ
Ｈ
Ｇ
排
出
量
）、お
よ
び
ス
コ
ー

プ
３
（
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
に
お
け

る
ア
ッ
プ
ス
ト
リ
ー
ム
と
ダ
ウ
ン
ス

ト
リ
ー
ム
の
活
動
か
ら
の
Ｇ
Ｈ
Ｇ
排

出
量
））を
、Ｇ
Ｈ
Ｇ
プ
ロ
ト
コ
ル（
Ｇ

Ｈ
Ｇ
排
出
量
の
算
定
に
つ
い
て
広
く

使
用
さ
れ
て
い
る
基
準
）
の
報
告
ガ

イ
ダ
ン
ス
を
活
用
し
、
毎
年
定
量
的

に
開
示
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
。

温
室
効
果
ガ
ス
：
気
候
関
連
の
財
務

リ
ス
ク

州
法
Ｓ
Ｂ
―
261
は
、
Ｔ
Ｃ
Ｆ
Ｄ
が

定
め
た
取
組
み
と
開
示
ガ
イ
ダ
ン
ス

を
活
用
し
、
気
候
関
連
財
務
リ
ス
ク

と
そ
の
リ
ス
ク
を
低
減
し
、
そ
の
リ

ス
ク
に
適
用
す
る
措
置
に
関
す
る
定

性
的
な
開
示
を
、
２
年
ご
と
に
、
自

社
の
ウ
ェ
ブ
で
公
開
す
る
こ
と
を
義

務
づ
け
る
。

適
用
範
囲
・
適
用
日

２
０
２
２
年
３
月
に
公
表
さ
れ
た

Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
気
候
変
動
に
関
す
る
開
示

要
求
の
公
開
草
案
で
の
開
示
の
対
象

は
上
場
企
業
だ
が
、
非
上
場
企
業
で

も
州
法
の
収
益
額
の
閾
値
を
満
た
せ

ば
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
に
基
づ

く
開
示
が
要
求
さ
れ
る
。

適
用
日
は
図
表
の
と
お
り
。

（図表）　適用年度と要求内容
年度 要求内容

2026年 ・1月1日までに、最初の2年ごとの定性的な開示
（収益が5億ドルを超える企業）

・限定的な保証付きの2025年のスコープ1とス
コープ2のGHG排出量の開示（収益が10億ドル
を超える企業）

2027年 2026年のスコープ3のGHG 排出量の開示（2025
年のスコープ1とスコープ2のGHG排出量の開示
から180日以内）（収益が10億ドルを超える企業）

2030年 合理的な保証付きのスコープ1とスコープ2の
GHG排出量と限定的な保証付きのスコープ３の
GHG排出量の開示（収益が10億ドルを超える企
業）
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特集

第１章

第２章

第3章

2023年６月末時点の全254社の対応を調査

IFRS任意適用企業
の四半期開示分析

有限責任監査法人トーマツ
公認会計士

有限責任監査法人トーマツ
公認会計士松澤　伸／ 柏村　俊夫

有限責任監査法人トーマツ
公認会計士

有限責任監査法人トーマツ
公認会計士杉﨑　聡／ 葛西　哲也

有限責任監査法人トーマツ 有限責任監査法人トーマツ
米国公認会計士・公認内部監査人竹内　夏央／ 荻野　ななみ

恒例のIFRS任意適用企業の四半期開示分析をお届けする。対象企業は、2023年６月末時
点で254社となっており、昨年調査時から３社純増（11社増、8社減）している。
IAS34号「期中財務報告」に基づき要求される「重要な事象および取引」、「その他の開示」
に関する注記の開示数や特徴的な事例を取り上げた。また、日本基準との相違点である「精
選された説明的注記」と「要約財務諸表」の内容を整理している。今後の実務の参考にしてい
ただければ幸いである。

前回調査から11社が新たに開示
本年６月までのＩＦＲＳ
新規任意適用の状況
要約財務諸表、精選された説明的注記
ＩＡＳ３４号「期中財務報告」
の概要と会計処理・注記
公正価値、セグメント情報は大半が開示
四半期報告書における
ＩＦＲＳ開示状況

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2023年
10月４日

女性活躍・男女共同参画
の重点方針2023（女性版
骨太の方針2023）に係る
上場制度の整備等に係る
有価証券上場規程等の一
部改正について

東証

女性版骨太の方針2023において、女性活躍と経済成長の好循環を実現するため
の具体的な施策の１つとして、プライム市場の上場会社について、女性役員比率
に係る数値目標等が示されたことを踏まえ、所要の上場制度の整備を行うもの。
10月10日から施行。
https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/revise/jr4eth0000003kyy-att/
gaiyo_TSE.pdf

―

2023年
10月6日

租税特別措置法関係通達
（法人税編）等の一部改正
について（法令解釈通達）

国税庁
特定資産を取得する場合の税額控除制度に共通する取扱いとして、圧縮記帳と税
額控除との調整に係る取扱いを明らかにするもの。供用年度後の事業年度および
供用年度において圧縮記帳の適用を受ける場合の取扱いが明確化されている。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/231003/index.htm

―

Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
シ
ナ
リ
オ
に
沿
う
生
産
者
物

価
の
上
昇
率

金
　
　
融

フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
ル
ズ
好
転
の
日
本
株

価
の
リ
ス
ク

証
　
　
券

米
労
働
省
が
10
月
11
日
に
発
表
し

た
９
月
の
生
産
者
物
価
指
数
（
Ｐ
Ｐ

Ｉ
）
は
、
前
年
同
月
比
で
２
・
２
％

の
上
昇
と
な
っ
た
。４
月
に
２
・
３
％

の
上
昇
後
、５
月
～
８
月
は
２
・
０
％

以
下
で
推
移
し
て
い
た
が
、
３
カ
月

連
続
で
上
昇
し
て
４
月
の
上
昇
幅
に

近
づ
い
た
。
た
だ
し
、
食
品
や
エ
ネ

ル
ギ
ー
な
ど
の
変
動
の
大
き
な
項
目

を
除
く
と
、
５
月
以
降
は
２
・
２
～

２
・
８
％
と
お
お
む
ね
変
化
が
な
い
。

前
月
比
で
は
０
・
５
％
の
上
昇
で
、

変
動
項
目
を
除
く
と
０
・
３
％
の
上

昇
だ
っ
た
。
前
月
比
０
・
５
％
の
上

昇
は
、
お
お
む
ね
０
・
３
％
の
上
昇

を
み
て
い
る
民
間
予
測
が
多
か
っ
た

も
の
の
、
市
場
が
あ
ら
た
め
て
織
り

込
み
に
い
く
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
。

上
昇
幅
の
約
70
％
は
３
・
３
％
の

上
昇
率
だ
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
に

起
因
す
る
。
ま
た
、
指
数
を
構
成
す

る
項
目
は
、
財
と
サ
ー
ビ
ス
に
分
け

ら
れ
る
が
、
財
全
体
の
指
数
を
押
し

上
げ
て
い
る
の
は
、
財
の
価
格
指
数

の
上
昇
に
寄
与
率
40
％
以
上
を
占
め

る
ガ
ソ
リ
ン
価
格
の
上
昇
で
あ
る
。

イ
ス
ラ
エ
ル
と
イ
ス
ラ
ム
組
織
ハ
マ

ス
の
戦
闘
が
激
化
す
れ
ば
、
こ
の
ガ

ソ
リ
ン
価
格
の
上
昇
を
助
長
す
る
可

能
性
が
あ
り
、
総
合
指
数
で
み
た
Ｐ

Ｐ
Ｉ
の
上
昇
傾
向
は
継
続
す
る
こ
と

に
な
り
そ
う
だ
。
10
月
11
日
に
は
９

月
19
、
20
日
に
開
催
さ
れ
た
米
連
邦

公
開
市
場
委
員
会
（
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
）
の

議
事
要
旨
が
公
表
さ
れ
た
が
、
景
気

抑
制
的
な
政
策
の
維
持
が
参
加
者
の

一
致
し
た
意
見
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
同
日
、
米
連
邦
準
備
制
度

理
事
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
の
ボ
ウ
マ
ン
理

事
が
モ
ロ
ッ
コ
で
の
ス
ピ
ー
チ
で
、

金
利
を
さ
ら
に
引
き
上
げ
、
従
来
予

想
よ
り
も
長
く
高
止
ま
り
さ
せ
る
必

要
性
を
述
べ
て
い
る
。
９
月
の
Ｆ
Ｏ

Ｍ
Ｃ
で
公
表
さ
れ
た
参
加
者
の
経
済

見
通
し
で
も
、
年
内
に
Ｆ
Ｆ
レ
ー
ト

を
現
在
の
５
・
２
５
％
～
５
・
５
０
％

に
据
え
置
く
派
と
、
１
回
追
加
利

上
げ
を
実
施
し
て
５
・
５
０
％
～
５
・

７
５
％
を
予
想
す
る
派
に
分
か
れ
て

い
る
。
ド
ッ
ト
チ
ャ
ー
ト
で
は
、
や

や
１
回
利
上
げ
す
る
派
が
多
く
、
ボ

ウ
マ
ン
理
事
の
発
言
に
近
い
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
回

の
９
月
の
Ｐ
Ｐ
Ｉ
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

価
格
の
波
乱
要
因
を
除
け
ば
お
お
む

ね
市
場
の
想
定
内
だ
っ
た
と
い
え
る
。

米
株
式
市
場
は
米
連
邦
準
備
制
度

理
事
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
の
イ
ン
フ
レ
、

景
気
動
向
へ
の
言
及
と
金
利
操
作
の

方
向
性
の
示
唆
に
動
か
さ
れ
て
き
た
。

発
言
内
容
が
金
利
見
通
し
の
好
転
を

意
味
す
れ
ば
、
株
価
は
上
昇
、
そ
う

で
な
け
れ
ば
株
価
は
下
落
す
る
。
そ

し
て
、
他
国
市
場
の
株
価
は
米
市
場

の
変
動
に
追
随
し
て
動
く
。
た
だ
し
、

追
随
の
度
合
い
は
各
国
に
よ
っ
て
差

が
あ
り
、
現
在
、
日
本
市
場
が
最
も

強
く
米
市
場
に
連
動
す
る
よ
う
だ
。

日
本
市
場
が
米
市
場
に
強
く
反
応

す
る
理
由
は
、
日
本
経
済
、
企
業
収

益
の
見
通
し
が
他
国
市
場
よ
り
も
明

る
い
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
米
株
価

が
金
利
見
通
し
の
改
善
に
よ
っ
て
多

少
で
も
上
向
く
と
、
日
本
株
価
は
待

ち
き
れ
な
い
と
い
う
よ
う
に
大
き
く

跳
ね
る
。
欧
州
、
中
国
、
韓
国
な
ど

は
経
済
見
通
し
が
明
る
く
な
く
、
米

株
価
へ
の
追
随
幅
も
小
さ
い
。

日
本
経
済
は
コ
ロ
ナ
禍
の
混
乱
、

低
迷
か
ら
抜
け
出
し
、
消
費
や
投
資

な
ど
明
る
い
話
が
増
え
て
き
た
。
ま

た
、
将
来
を
見
据
え
た
企
業
の
投
資

意
欲
の
高
ま
り
を
伝
え
る
情
報
も
多

く
な
っ
て
お
り
、
企
業
収
益
の
好
転

が
著
し
い
。
国
内
需
要
の
回
復
に
よ

る
企
業
収
益
の
向
上
に
加
え
、
海
外

依
存
度
の
高
い
企
業
は
円
安
に
よ
っ

て
収
益
を
上
乗
せ
し
て
い
る
。
10
月

下
旬
か
ら
11
月
上
旬
に
は
３
月
期
決

算
企
業
の
２
Ｑ
決
算
の
発
表
が
行
わ

れ
る
。
収
益
の
上
方
修
正
が
相
次
ぐ

と
予
想
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
時
の
米

市
場
・
米
株
価
の
状
況
次
第
で
は
あ

る
も
の
の
、
日
本
株
価
が
独
歩
高
の

展
開
に
な
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
頃
の
日
本
株
価
の
リ
ス
ク
要

因
と
し
て
は
、
ま
ず
米
市
場
の
動
向

で
あ
る
。
米
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
利
上
げ
政
策

が
失
敗
し
て
米
株
価
下
落
と
な
っ
た

場
合
、
日
本
株
価
の
動
揺
も
避
け
ら

れ
な
い
。
ま
た
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
と
は
別
個

に
日
銀
が
マ
イ
ナ
ス
金
利
か
ら
離
脱

す
る
金
融
政
策
に
踏
み
切
っ
た
場

合
、
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
や
方
法
が
適

切
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
。

さ
ら
に
10
月
上
旬
、
突
如
ハ
マ
ス

対
イ
ス
ラ
エ
ル
の
戦
闘
が
勃
発
し

た
。
ど
こ
ま
で
拡
大
す
る
か
は
予
想

の
限
り
で
な
い
。
し
か
し
、
戦
闘
が

惹
起
す
る
世
界
の
資
源
・
エ
ネ
ル

ギ
ー
価
格
へ
の
影
響
も
、
日
本
株
価

に
と
っ
て
の
リ
ス
ク
で
あ
る
。


